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ユーカリの里デイサービスセンター 

重要事項説明書（通所介護・介護予防型デイサービス） 

 

１ 施設を経営する事業者は、次のとおりです。 

  法 人 名 社会福祉法人 仁恵会 

  所 在 地 〒603-8041 京都市北区上賀茂ケシ山１番地４３ 

  電 話 ０７５－７１２－１１２０ 

  Ｆ Ａ Ｘ ０７５－７１２－１１９９ 

  代表者氏名 理事長 冨田 素子 

  設立年月日 平成１０年７月１５日 

  Ｅ メ ー ル yuukari-dcc@kyoto-jinkeikai.com 

  ホームページ https://www.kyoto-jinkeikai.com/ 

 

２ 事業所の概要は、次のとおりです。 

  種 類 通所介護・介護予防型デイサービス 

（京都府２６７０１００２１９号） 

  名 称 ユーカリの里デイサービスセンター 

  所 在 地 〒603-8041 京都市北区上賀茂ケシ山１番地４３ 

  電 話 ０７５－７１２－１２６５ 

  目 的 介護保険法の趣旨に基づいて運営するデイサービスセンターで通所介護サ

ービス事業の提供をします。 

  区 分 ７時間以上８時間未満 一般型 併設型です。 

  事 業 所 長 施設長 石田 雅之 

 

３ 営業日及び時間は次のとおりです。 

  営 業 日 月曜日から土曜日までです。ただし、１２月２９日から１月３日は別に定

めます。 

  営 業 時 間 午前８時３０分から午後５時までです。 

利用手続の受付時間は、午前９時から午後５時までです。 

庶務・会計業務は、日曜日及び１２月２９日から１月３日までは休みです。 

 

４ 事業所の定員は、３０人です。 

 

５ 事業所に勤務する職員、員数及び職務は、次のとおりです。 

（１）管 理 者 １人（常勤、特別養護老人ホームユーカリの里施設長が兼務する。） 

（２）生活相談員 ２人以上（常勤、サービス提供時間を通じて１人以上配置する。） 

（３）看 護 職 員 １人以上（非常勤、毎日１人以上配置する。） 

（４）介 護 員  ４人以上（サービス提供時間を通じて毎日常時１人以上配置する。） 

（５）機能訓練指導員 １人以上 

職員の配置については指導基準を遵守しています。 

 

６ 職員の勤務体制は次のとおりです。 
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  月曜日～土曜日  ８：３０～１７：３０ 

 

７ 事業の実施区域は、京都市北区のうち西賀茂地域以南、上京区及び左京区のうち岩倉地域

以南を基本とします。 

 

８ サービスの主な内容は、次のとおりです。 

（１）日常生活上のお世話並びに入浴、食事及び排泄の介護、健康健診 

（２）日常生活上の生活指導、悩みごとの相談及び援助 

（３）介護用品の提供 

（４）レクリエーションの提供 

（５）心身の機能維持向上のための日常動作訓練 

（６）通所・帰宅時の利用者の送迎 

（７）通所介護計画の作成（介護計画・サービス提供記録は利用者・ご家族からのご希望が

ありましたら、開示いたします。） 

 

９ 事業所を利用される方及びその家族の方には、次のことを守っていただきます。 

（１）利用するときは、健康保険被保険者証、老人保険医療受給者証、診察券及びかかりつ

け医師の意見書等を提示して下さい。 

（２）利用者の心身の状況について、事業所の医師又は看護職員等の事情聴取に応じてくだ

さい。そしてその指示に従って下さい。 

（３）利用者が、通所日に感染性疾患がある場合は、お断りする場合があります。 

（４）利用者が、日常使用している治療のための薬品等がある場合は、持参して下さい。 

（５）利用者の着替えのための衣類、日常使用している特別なパンツ等がある場合は、持参

して下さい。 

（６）他の利用者に対して、宗教活動、政治活動、営利活動及び迷惑を及ぼすよう行為はし

ないで下さい。 

（７）利用時間が終了したとき、居所に帰れるようにして下さい。 

（８）事業所の設備、備品等を移動したり破損したりしないで下さい。 

（９）届け出事項に変更があった場合は、申し出て下さい。 

（１０）利用者全員が楽しく生活できるように定められたことを守り、お互いの人権を尊重

して下さい。 

 

１０ 事業所は、介護上知り得た利用者及びその家族の個人情報を第三者に漏洩することは 

いたしません。契約が失効した後も守秘義務を守ります。ただし、利用者へのサービスを

提供する目的のために、事業所は利用者の要介護状態に係る個人情報を医療機関等第三者

に提供することがあります。 

 

１１ 利用者が負担していただく利用料金は、次のとおりです（別紙料金表をご参照下さい。）。 

（１）介護保険法の介護給付費の額の１割、２割又は３割の額 

（２）通常の営業時間を超えて通所介護を行った場合の利用料 

（３）食事提供に伴う食材費 

（４）喫茶代 

（５）レクリエーション等に参加した場合の料金は、材料費等それに要した額 
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１２ 前項の費用の支払いを受けるサービスを提供する場合はあらかじめ利用者又はその家族

に対して、当該サービスの内容及び費用を説明した上で利用者の同意を得るものとします。 

 

１３ 利用料金等は、１箇月分まとめて請求書をお渡しして請求します。現金若しくは口座振

替でお支払いください。 

 

１４ 通所に際して持参していただくものは、おおむね次のとおりです。 

（１）着替えのための衣類等 

（２）日常服用している薬 

（３）家庭で日常生活する上で必要としている機器 

（４）その他別途、相談員が利用者の身体的状況を踏まえて判断したもの 

 

１５ この事業所の協力医療機関は、京都博愛会病院と冨田病院です。急病等緊急事態が生じ

た時は、先ず、利用者の身元引受人又はかかりつけの医師に連絡しますが、不在等の場合は、

協力医療機関への受診、入院等、必要な措置を講じます。 

 

１６ 事故発生時の対応 

利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者、家族及

び関係機関等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また賠償すべき事故が発生

した場合は、できる限り速やかに損害賠償を行います。 

 

１７ 利用者が故意又は重大な過失によって事業所の建物等を破損したり、他の者に傷害を 

与えた場合は、その被害について事業所は契約者に損害賠償の請求を行います。 

 

１８ 苦情の受付について 

（１）当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受付けます。 

（２）苦情受付窓口 

① 施設の責任者 施設長 石田 雅之 

同  担当者 相談員 小田 敦江、久保 春菜、小牧 祐子 

② 第三者委員（法人評議員）宮崎 千枝子、（法人理事）中嶋 昇、 

        （法人評議員）鍛冶谷 房子 

（連絡先住所・電話・ＦＡＸ番号）事業所に同じ 

③ 施設の玄関ロビーに「苦情受付ボックス」を設置しています。 

（３）当施設以外でも苦情を受付けております。 

窓    口 電 話 

北区役所 保健福祉センター 健康長寿推進課 432-1366 

上京区役所 保健福祉センター 健康長寿推進課 441-5106 

左京区役所 保健福祉センター 健康長寿推進課 702-1071 

（上記のほかお住まいの区役所の健康長寿推進課にご連絡ください。） 

京都府国民健康保険団体連合会 介護保険課 

〒600-8411 下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸内 

354-9090 

FAX 354-9055 

 

１９ 非常災害対策 
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非常災害に備えて、特別養護老人ホームユーカリの里防災マニュアルを作成し、防火管

理者又は火気消防等についての責任者を定め、年２回定期的に避難、救出その他必要な訓

練を行います。 

 

２０ 第三者評価の実施状況 

(1) 実施の有無       有  

 (2) 実施した直近の年月日  令和5年12月21日 

 (3) 実施した評価機関の名称 一般社団法人京都府介護福祉士会 

 (4) 評価結果の開示有無      有 

 (5) 公表先         http://kyoto-hyoks.jp/  

 

令和   年   月   日 

 

 サービスの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

説 明 者 ユーカリの里デイサービスセンター 

      職名 相談員   氏名             印 

 

 本書面に基づき重要事項の説明を受け、その内容に同意のうえ、本書面を受領しました。 

 

利 用 者 住所                                  

氏名           印 

身元引受人 住所                                  

      氏名           印 利用者との続柄 利用者の         

 


